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議案第６１号 岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第５条の４ 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当

該作成単価が、７円７３銭を超える場合には、７円７３銭）に当該選挙運動

用ビラの作成枚数（本市の市議会議員の選挙における候補者については４，

０００枚、本市の市長の選挙における候補者については１６，０００枚の範

囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第

５条の２後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場

合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し

支払う。 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単

価（当該作成単価が、５４１円３１銭に当該選挙におけるポスター掲示場の

数を乗じて得た金額に３１６，２５０円を加えた金額を当該選挙におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数がある場合には、その

端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）を超える場合には、当

該単価の限度額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（ポスター掲示場の

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第５条の４ 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当

該作成単価が、８円３８銭を超える場合には、８円３８銭）に当該選挙運動

用ビラの作成枚数（本市の市議会議員の選挙における候補者については４，

０００枚、本市の市長の選挙における候補者については１６，０００枚の範

囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第

５条の２後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場

合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し

支払う。 

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単

価（当該作成単価が、５８６円８８銭に当該選挙におけるポスター掲示場の

数を乗じて得た金額に３１６，２５０円を加えた金額を当該選挙におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数がある場合には、その

端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）を超える場合には、当

該単価の限度額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（ポスター掲示場の



議案第６１号 岩見沢市議会議員及び岩見沢市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

数に１．２を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定め

るところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただし書に

規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基

づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数に１．２を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定め

るところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただし書に

規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基

づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６２号 岩見沢市自治体ネットワークセンター条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表(第７条、第１９条関係) 

区分

種別 

一般使用 営利又は営業目的の使用 

１時間につき １日につき １時間につき １日につき 

交流センター 2,540 円 30,660 円一般使用の金額の１０割増

しとする。 研修・ＡＶ会議室 1,330 円 16,080 円

小会議室１ 510 円 6,280 円

中会議室 1,120 円 13,310 円

マルチメディア

ホール 

3,940 円 47,390 円

控室１ 770 円 9,290 円

控室２ 300 円 3,760 円

通訳ブース 90 円 1,130 円

小会議室２ 510 円 6,280 円

備考 

１ １日とは、午前９時から午後９時までとする。 

２ １時間未満は、１時間として計算する。なお、準備時間及び整理

時間は、使用時間に含める。 

３ 許可された使用時間を超えて引き続き使用する場合(市長が運営に

支障がないと認め、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許

可した場合に限る。)の使用料は、各区分の使用料とする。 

別表(第７条、第１９条関係) 

区分

種別 

一般使用 営利又は営業目的の使用 

１時間につき １時間につき 

 

研修・ＡＶ会議室

 

2,380 円 

一般使用の金額の１０割増し

とする。 

小会議室１ 920 円 

中会議室 2,000 円 

マルチメディア

ホール 

6,960 円 

控室１ 1,360 円 

控室２ 560 円 

通訳ブース 360 円 

小会議室２ 920 円 

備考 

 

１ １時間未満は、１時間として計算する。なお、準備時間及び整理時

間は、使用時間に含める。 

２ 許可された使用時間を超えて引き続き使用する場合(市長が運営に支

障がないと認め、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可し

た場合に限る。)の使用料は、各区分の使用料とする。 



議案第６２号 岩見沢市自治体ネットワークセンター条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

４ １１月１日から翌年４月３０日までの間は、別表及び前３項によ

り算出して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該

基本料金の５割の額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期

間外においても暖房を使用する場合は、本項の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ １１月１日から翌年４月３０日までの間は、別表及び前２項により

算出して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該基本料

金の５割の額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期間外におい

ても暖房を使用する場合は、本項の規定を適用する。 

 



議案第６３号 特定地方交通線転換促進関連施設条例新旧対照表 
№１ 

現       行 改   正   後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

朝日交通会館 岩見沢市朝日町４５番地１９ 

美流渡交通センター 岩見沢市栗沢町美流渡本町５０番地２ 

略  
 

名称 位置 

  

美流渡交通センター 岩見沢市栗沢町美流渡本町５０番地２ 

略  

 

 

 

 

 

 

 



議案第６４号  いわみざわ公園野外 音楽堂条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第７条、第１９条関係） 

区分 使用料の範囲 

会場 １時間につき ３１，９００円 

楽屋 １時間につき ２，２００円 

 備考 略 

別表（第７条、第１９条関係） 

区分 使用料の範囲 

会場 １時間につき ４６，５４０円 

楽屋 １時間につき ４，４００円 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６５号 岩見沢市北村環境改善センター条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市北村環境改善センター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

（単位：円） 

区分

 

 

 

種別 

夏期使用料 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

冬期使用料 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

多目的ホール １，５６０ ２，０８０ ２，０８０ ２，７１０

視聴覚室 ３００ ４１０ ４１０ ５７０

和室１ ３００ ４１０ ４１０ ５７０

和室２ ３００ ４１０ ４１０ ５７０

洋室１ ３００ ４１０ ４１０ ５７０

洋室２―１ ３００ ４１０ ４１０ ５７０

洋室２―２ ３００ ４１０ ４１０ ５７０

料理実習室 ３００ ４１０ ４１０ ５７０

備考 

  １ 市民の場合は、上記により算出した使用料の２分の１の額（１０円未

満は切捨て）とする。 

※ 第１条関係（岩見沢市北村環境改善センター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

種別 

夏期使用料 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

冬期使用料 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

多目的ホール １，５６０ ２，０８０ ２，０８０ ２，７１０

視聴覚室 ４５０ ６１０ ６１０ ８５０

和室１ ４５０ ６１０ ６１０ ８５０

和室２ ４５０ ６１０ ６１０ ８５０

洋室１ ４００ ５６０ ５６０ ７８０

洋室２―１ ４００ ５６０ ５６０ ７８０

洋室２―２ ４００ ５６０ ５６０ ７８０

料理実習室 ４２０ ５８０ ５８０ ８２０

備考 

   

 



議案第６５号 岩見沢市北村環境改善センター条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

２ 物品の販売、あっせん等営利目的で使用する場合は、別表の使用料

に、市内業者にあっては３割、市外業者にあっては５割を加算する。 

３ 不特定のものを対象として、入場料、会費その他名称のいかんにかか

わらずこれらに類するもの（以下「入場料金」という。）を徴収する場

合は、別表の使用料に、次の割合を乗じた額を加算する。 

入場料金 １，０００円以下 １，００１円以上

３，０００円以下 

３，００１円以上 

加算率 ３割 ５割 ７割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 物品の販売、あっせん等営利目的で使用する場合は、別表の使用料

に、市内業者にあっては３割、市外業者にあっては５割を加算する。 

２ 不特定のものを対象として、入場料、会費その他名称のいかんにかか

わらず、これらに類するもの（以下「入場料金」という。）を徴収する

場合は、別表の使用料に、次の割合を乗じた額を加算する。 

入場料金 １，０００円以下 １，００１円以上

３，０００円以下 

３，００１円以上 

加算率 ３割 ５割 ７割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６５号 岩見沢市北村環境改善センター条例新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市北村環境改善センター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

（単位：円） 

区分

 

 

 

種別 

夏期使用料 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

冬期使用料 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

多目的ホール １，５６０ ２，０８０ ２，０８０ ２，７１０

略 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市北村環境改善センター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

種別 

夏期使用料 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

冬期使用料 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

 午前９時～ 

午後５時 

 午後５時～ 

午後９時 

多目的ホール ２，３４０ ３，１２０ ３，１２０ ４，０６０

略 

 備考 略 

 



議 案 第 ６ ６ 号  岩 見 沢 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 時間別使用料 

午前Ａ 午前Ｂ 午後Ａ 午後Ｂ 夜間Ａ 夜間Ｂ 

9:00 

～ 

11:00 

11:00

～ 

13:00 

13:00

～ 

15:00 

15:00

～ 

17:00 

17:00

～ 

19:00 

19:00

～ 

21:00 

ア

リ

ー

ナ 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

し

な

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

円 

1,970 

円 

1,970 

円 

1,970 

円 

1,970 

円 

3,130 

円 

3,130 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

8,570 8,570 8,570 8,570 11,430 11,430 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 時間別使用料 

午前Ａ 午前Ｂ 午後Ａ 午後Ｂ 夜間Ａ 夜間Ｂ 

9:00 

～ 

11:00 

11:00 

～ 

13:00 

13:00 

～ 

15:00 

15:00 

～ 

17:00 

17:00 

～ 

19:00 

19:00 

～ 

21:00 

ア

リ

ー

ナ 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

し

な

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

円 

市民 

3,540 

市民以外 

4,430 

円 

市民 

3,540 

市民以外 

4,430 
 

円 

市民 

3,540 

市民以外 

4,430 

円 

市民 

3,540 

市民以外 

4,430 

円 

市民 

5,630 

市民以外 

7,040 

円 

市民 

5,630 

市民以外 

7,040 

 

 

 

 

 

 

      



議 案 第 ６ ６ 号  岩 見 沢 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

い

場

合 

営利

を目

的と

する

場合 

34,310 34,310 34,310 34,310 37,170 37,170 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

場

合 

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

8,570 8,570 8,570 8,570 11,430 11,430 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

34,310 34,310 34,310 34,310 37,170 37,170 

営利

を目

69,300 69,300 69,300 69,300 72,150 72,150 

い

場

合 

営利

を目

的と

する

場合 

68,620 68,620 68,620 68,620 74,340 74,340 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

場

合 

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

市民 

15,420 

市民以外 

19,280 

市民 

15,420 

市民以外 

19,280 

市民 

15,420 

市民以外 

19,280 

市民 

15,420 

市民以外 

19,280 

市民 

20,570 

市民以外 

25,710 

市民 

20,570 

市民以外 

25,710 

 

 

 

 

 

 

      

営利

を目

138,600 138,600 138,600 138,600 144,300 144,300 



議 案 第 ６ ６ 号  岩 見 沢 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

的と

する

場合 

個

人

使

用

の

場

合 

小学

生・

中学

生 

２時間当たり ５０円 

高校

生 

２時間当たり １００円 

大学

生・

一般 

２時間当たり １５０円 

備考 

  １ 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用す

る場合に限り、アリーナの半面、４分の１面又は８分の１面を使用でき

るものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後

Ａ及び午後Ｂは９９０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは１，５７０円とし、４分

の１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは５００円、夜間Ａ

及び夜間Ｂは７９０円とし、８分の１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後

Ａ及び午後Ｂは２５０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは４００円とする。 

 

的と

する

場合 

個

人

使

用

の

場

合 

小学

生・

中学

生 

２時間当たり 市民    ９０円 

       市民以外 １１０円 

高校

生 

２時間当たり 市民   １８０円 

       市民以外 ２２０円 

大学

生・

一般 

２時間当たり 市民   ２７０円 

       市民以外 ３３０円 

備考 

  １ 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用す

る場合に限り、アリーナの半面、４分の１面又は８分の１面を使用でき

るものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後

Ａ及び午後Ｂは市民１，７８０円、市民以外２，２２０円、夜間Ａ及び

夜間Ｂは市民２，８２０円、市民以外３，５３０円とし、４分の１面の

場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは市民９００円、市民以外１，

１２０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは市民１，４２０円、市民以外１，７７０

円とし、８分の１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは市民



議 案 第 ６ ６ 号  岩 見 沢 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

 

 

  ２～７ 略 

４５０円、市民以外５６０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは市民７２０円、市民

以外９００円とする。 

  ２～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ６ ７ 号  岩 見 沢 市 総 合 体 育 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 時間別使用料 

午前Ａ 午前Ｂ 午後Ａ 午後Ｂ 夜間Ａ 夜間Ｂ 

9:00 

～

11:00 

11:00 

～

13:00 

13:00 

～

15:00 

15:00 

～

17:00 

17:00 

～

19:00 

19:00 

～

21:00 

ア

リ

ー

ナ 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

し

な

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

場合 

円 

2,460 

円 

2,460 

円 

2,460 

円 

2,460 

円 

3,850 

円 

3,850 

営 利

を 目

的 と

し な

い 場

合 

10,710 10,710 10,710 10,710 14,300 14,300 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 時間別使用料 

午前Ａ 午前Ｂ 午後Ａ 午後Ｂ 夜間Ａ 夜間Ｂ 

9:00 

～ 

11:00 

11:00 

～ 

13:00 

13:00 

～ 

15:00 

15:00 

～ 

17:00 

17:00 

～ 

19:00 

19:00 

～ 

21:00 

ア

リ

ー

ナ 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

し

な

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

円 

市民 

4,420 

市民以外 

5,530 

円 

市民 

4,420 

市民以外 

5,530 

円 

市民 

4,420 

市民以外 

5,530 

円 

市民 

4,420 

市民以外 

5,530 

円 

市民 

6,930 

市民以外 

8,660 

円 

市民 

6,930 

市民以外 

8,660 

 

 

 

 

 

 

      



議 案 第 ６ ７ 号  岩 見 沢 市 総 合 体 育 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

い

場

合 

営 利

を 目

的 と

す る

場合 

41,800 41,800 41,800 41,800 45,650 45,650 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

場合 

10,710 10,710 10,710 10,710 14,300 14,300 

営 利

を 目

的 と

し な

い 場

合 

41,800 41,800 41,800 41,800 45,650 45,650 

い

場

合 

営利

を目

的と

する

場合 

83,600 83,600 83,600 83,600 91,300 91,300 

専

用

使

用

で

入

場

料

等

を

徴

収

す

る

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

市民 

19,270 

市民以外 

24,090 

市民 

19,270 

市民以外 

24,090 

市民 

19,270 

市民以外 

24,090 

市民 

19,270 

市民以外 

24,090 

市民 

25,740 

市民以外 

32,170 

市民 

25,740 

市民以外 

32,170 

 

 

 

 

 

 

      



議 案 第 ６ ７ 号  岩 見 沢 市 総 合 体 育 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

場

合 

営 利

を 目

的 と

す る

場合 

91,850 91,850 91,850 91,850 96,800 96,800 

武道場１ １時間当たり 820 円 

 

 
 

１時間当たり 

 950 円 武道場２ 

個 人 使

用 の 場

合 

小 学

生 ・

中 学

生 

２時間当たり 50 円 

高 校

生 

２時間当たり 100 円 

大 学

生 ・

一般 

２時間当たり 150 円 

指導員室 550 円 550 円 550 円 550 円 810 円 810 円 

備考 

 １ 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用す 

る場合に限り、アリーナの半面、４分の１面又は８分の１面を使用できる

場

合 

営利

を目

的と

する

場合 

183,700 183,700 183,700 183,700 193,600 193,600 

武道場１ １時間当たり 

市民   1,420 円 

市民以外 1,770 円 

１時間当たり 

市民  1,640 円 

市民以外 2,050 円 

武道場２ 

個人使

用の場

合 

小学

生・

中学

生 

２時間当たり 100 円 

高校

生 

２時間当たり 200 円 

大学

生・

一般 

２時間当たり 300 円 

指導員室 560 円 560 円 560 円 560 円 820 円 820 円 

備考 

 １ 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用す 

る場合に限り、アリーナの半面、４分の１面又は８分の１面を使用できる



議 案 第 ６ ７ 号  岩 見 沢 市 総 合 体 育 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

ものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及

び午後Ｂは１，２３０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは１，９３０円とし、４分の

１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは６２０円、夜間Ａ及び

夜間Ｂは９７０円とし、８分の１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び

午後Ｂは３１０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは４９０円とする。 

 

 

 

 ２及び３ 略 

 ４ 冬期加算料は、１１月１日から翌年４月３０日までとし、この場合の加

算料は、使用料の総額の８割とする。ただし、時間外においても暖房を使

用する場合は、加算料を徴収する。（個人使用の場合は除く。） 

 ５～７ 略 

ものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及

び午後Ｂは市民２，２１０円、市民以外２，７６０円、夜間Ａ及び夜間Ｂ

は市民３，４７０円、市民以外４，３４０円とし、４分の１面の場合、午

前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは市民１，１１０円、市民以外１，３９

０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは市民１，７４０円、市民以外２，１８０円とし、

８分の１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは市民５５０円、

市民以外６９０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは市民８８０円、市民以外１，１０

０円とする。 

 ２及び３ 略 

４ 冬期加算料は、１１月１日から翌年４月３０日までとし、この場合の加

算料は、使用料の総額の８割とする。ただし、期間外においても暖房を使

用する場合は、加算料を徴収する。（個人使用の場合は除く。） 

５～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ６ ８ 号  岩 見 沢 市 野 球 場 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 １日 半日 早朝・夜間１

時間当たり 

アマチ

ュアス

ポーツ

に使用

する場

合 

入場料

を徴収

する場

合 

小学生・中

学生 

最高入場料

金の１００

人分 

最高入場料

金の５０人

分 

最高入場料

金の１３人

分 

高校生 最高入場料

金の１５０

人分 

最高入場料

金の７５人

分 

最高入場料

金の１９人

分 

大学生・一

般 

最高入場料

金の２００

人分 

最高入場料

金の１００

人分 

最高入場料

金の２５人

分 

入場料

を徴収

しない

場合 

小学生・中

学生 

10,470 円 5,240 円 1,310 円 

高校生 

 
 

15,700 円 7,850 円 1,970 円 

大学生・一

般 

20,950 円 10,480 円 2,620 円 

営利を

目的と

入場料を徴収する

場合 

最高入場料

金の２５０

最高入場料

金の１２５

最高入場料

金の３２人

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 １日 半日 早朝・夜間１

時間当たり 

アマチ

ュアス

ポーツ

に使用

する場

合 

入場料

を徴収

する場

合 

小学生・中

学生 

最高入場料

金の１００

人分 

最高入場料

金の５０人

分 

最高入場料

金の１３人

分 

高校生 最高入場料

金の１５０

人分 

最高入場料

金の７５人

分 

最高入場料

金の１９人

分 

大学生・一

般 

最高入場料

金の２００

人分 

最高入場料

金の１００

人分 

最高入場料

金の２５人

分 

入場料

を徴収

しない

場合 

小学生・中

学生 

市民 16,860 円 

市民以外21,080円 

市民 8,440 円 

市民以外10,550 円 

市民 2,120 円 

市民以外2,650 円 

高校生 市民 25,290 円 

市民以外31,610円 
 

市民 12,650 円 

市民以外15,810 円 

市民 3,180 円 

市民以外3,980 円 

大学生・一

般 

市民 33,750 円 

市民以外42,180円 

市民 16,880 円 

市民以外21,100 円 

市民 4,230 円 

市民以外5,280 円 

営利を

目的と

入場料を徴収する

場合 

最高入場料

金の２５０

最高入場料

金の１２５

最高入場料

金の３２人



議 案 第 ６ ８ 号  岩 見 沢 市 野 球 場 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

して使

用する

場合 

人分 人分 分 

入場料を徴収しな

い場合 

41,900 円 20,950 円 5,240 円 

附帯施

設 

放送施設一式 

（スコアボードを

含む。） 

5,230 円 2,620 円 660 円 

会議室 2,080 円 1,040 円 260 円 

更衣室 １室 

2,080 円 

1,040 円 260 円 

夜間照明 ３０分間当たり 1,560 円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 野球場内での立ち売りは、１日２，７３０円とし、半日を１，６３０円

とする。 

 ４ 売店等の出店は、１０平方メートルにつき、１日４８０円とする。ただ

し、１日に満たないときは１日とする。 

 ５ 入場料を徴収する場合の使用料が、入場料を徴収しない場合の使用料よ

りも低額となるときは、入場料を徴収しない場合の使用料を適用する。 

 

して使

用する

場合 

人分 人分 分 

入場料を徴収しな

い場合 

75,000 円 37,500 円 9,380 円 

附帯施

設 

放送施設一式 

（スコアボードを

含む。） 

9,360 円 4,700 円 1,180 円 

会議室 2,080 円 1,040 円 260 円 

更衣室 １室 

2,080 円 

1,040 円 260 円 

夜間照明 ３０分間当たり 2,800 円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 野球場内での立ち売りは、１日３，５４０円とし、半日を２，１２０円

とする。 

 ４ 売店等の出店は、１０平方メートルにつき、１日６２０円とする。ただ

し、１日に満たないときは１日とする。 

 ５ 入場料を徴収する場合の使用料が、入場料を徴収しない場合の使用料（市

民、市民以外に区分される使用料については、市民以外の使用料とする。

この項において同じ。）よりも低額となるときは、入場料を徴収しない場合

の使用料を適用する。 

 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市北村多目的体育館条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１回につき） 

１１月１日～４月３０日 

（１回につき） 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

全面 

使用 

半面 

使用 

４分の

１面使

用 

全面 

使用 

半面 

使用 

４分の

１面使

用 

一

般 

専

用

使

用 

8,370 

 

4,180 2,080  10,880 5,430 2,710  

個

人

使

用 

 410 200 100 510 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。） 

 

620 300 150 

※ 第１条関係（岩見沢市北村多目的体育館条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１回につき） 

１１月１日～４月３０日 

（１回につき） 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

一

般 

専

用

使

用 

市民 

8,360 

市民以外 

18,830 

市民 

4,180 

市民以外 

9,400 

市民 

2,090 

市民以外 

4,680 

 市民 

10,860 

市民以外 

24,480 

市民 

5,420 

市民以外 

12,210 

市民 

2,700 

市民以外 

6,090 

 

個

人

使

用 

 市民 

400 

市民以外 

920 

市民 

200 

市民以外 

450 

200 市民 

800 

市民以外 

1,020 

（パーク

ゴルフを

市民 

620 

市民以外 

1,390 

市民 

300 

市民以外 

670 

300 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

 

 
 

児

童

生

徒 

専

用

使

用 

4,180 2,080 1,030  5,430 2,710 1,350  

個

人

使

用 

 200 100 100 250 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。） 

 

 

 
 

300 150 150 

備考 

  １ 市民の場合は、上記により算出した使用料の２分の１の額（１０円未

満の端数は切捨て）とする。 

  ２ １回とは、３時間以内の使用であり、３時間以内の使用であっても１

回とする。 

  ３ １回の時間区分は、午前９時から正午まで、正午から午後３時まで、

午後３時から午後６時まで及び午後６時から午後９時までとする。 

する場合

に限る。）
 

児

童

生

徒 

専

用

使

用 

市民 

4,180 

市民以外 

9,400 

市民 

2,090 

市民以外 

4,680 

市民 

1,020 

市民以外 

2,310 

 市民 

5,420 

市民以外 

12,210 

市民 

2,700 

市民以外 

6,090 

市民 

1,340 

市民以外 

3,030 

 

個

人

使

用 

 市民 

200 

市民以外 

450 

市民 

100 

市民以外 

220 

200 市民 

380 

市民以外 

500 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。）

市民 

300 

市民以外 

670 

市民 

140 

市民以外 

330 

300 

備考 

  

  

  １ １回とは、３時間以内の使用であり、３時間以内の使用であっても１

回とする。 

  ２ １回の時間区分は、午前９時から正午まで、正午から午後３時まで、

午後３時から午後６時まで及び午後６時から午後９時までとする。 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

  ４ 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。 

  ５ 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含むもの

とする。 

  ６ 営利目的で使用し入場料に類するものを徴収しない場合の使用料は上

記使用料の３倍の額、入場料に類するものを徴収する場合の使用料は上

記使用料の６倍の額とする。 

 

  ７ 回数券の種類は、２，５００円券及び５，１００円券とする。 

 

 

  ８ 回数券は、１１枚つづりとする。 

 

  ９ 回数券は、パークゴルフに使用する場合に限り、使用できるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。 

  ４ 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含むもの

とする。 

  ５ 営利を目的として使用する場合の使用料は、上記使用料（市民、市民

以外に区分される使用料については、市民以外の使用料とする。）に、入

場料に類するものを徴収しない場合は３を乗じて得た額、入場料に類す

るものを徴収する場合は６を乗じて得た額とする。 

  ６ 回数券の種類は、児童生徒が市民４，５００円券、市民以外５，６２

０円券とし、一般が市民９，１８０円券、市民以外１１，４７０円券と

する。 

  ７ 回数券は、１１枚つづりとし、パークゴルフに使用する場合に限り、

使用できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№４ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市北村多目的体育館条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１回につき） 

１１月１日～４月３０日 

（１回につき） 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

一

般 

専

用

使

用 

市民 

8,360 

市民以外 

18,830 

市民 

4,180 

市民以外 

9,400 

市民 

2,090 

市民以外 

4,680 

 市民 

10,860 

市民以外 

24,480 

市民 

5,420 

市民以外 

12,210 

市民 

2,700 

市民以外 

6,090 

 

個

人

使

用 

 市民 

400 

市民以外 

920 

市民 

200 

市民以外 

450 

200 市民 

800 

市民以外 

1,020 

（パーク

ゴルフを

市民 

620 

市民以外 

1,390 

市民 

300 

市民以外 

670 

300 

※ 第２条関係（岩見沢市北村多目的体育館条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１回につき） 

１１月１日～４月３０日 

（１回につき） 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

一

般 

専

用

使

用 

市民 

12,540 

市民以外 

18,830 

市民 

6,270 

市民以外 

9,400 

市民 

3,120 

市民以外 

4,680 

 市民 

16,290 

市民以外 

24,480 

市民 

8,130 

市民以外 

12,210 

市民 

4,050 

市民以外 

6,090 

 

個

人

使

用 

 市民 

600 

市民以外 

920 

市民 

300 

市民以外 

450 

200 市民 

800 

市民以外 

1,020 

（パーク

ゴルフを

市民 

930 

市民以外 

1,390 

市民 

450 

市民以外 

670 

300 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№５ 

現               行 改       正       後 

する場合

に限る。）
 

児

童

生

徒 

専

用

使

用 

市民 

4,180 

市民以外 

9,400 

市民 

2,090 

市民以外 

4,680 

市民 

1,020 

市民以外 

2,310 

 市民 

5,420 

市民以外 

12,210 

市民 

2,700 

市民以外 

6,090 

市民 

1,340 

市民以外 

3,030 

 

個

人

使

用 

 市民 

200 

市民以外 

450 

市民 

100 

市民以外 

220 

200 市民 

380 

市民以外 

500 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。）

市民 

300 

市民以外 

670 

市民 

140 

市民以外 

330 

300 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

する場合

に限る。）
 

児

童

生

徒 

専

用

使

用 

市民 

6,270 

市民以外 

9,400 

市民 

3,120 

市民以外 

4,680 

市民 

1,530 

市民以外 

2,310 

 市民 

8,130 

市民以外 

12,210 

市民 

4,050 

市民以外 

6,090 

市民 

2,010 

市民以外 

3,030 

 

個

人

使

用 

 市民 

300 

市民以外 

450 

市民 

150 

市民以外 

220 

200 市民 

380 

市民以外 

500 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。）

市民 

450 

市民以外 

670 

市民 

210 

市民以外 

330 

300 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№６ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（岩見沢市北村多目的体育館条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１回につき） 

１１月１日～４月３０日 

（１回につき） 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

一

般 

専

用

使

用 

市民 

12,540 

市民以外 

18,830 

市民 

6,270 

市民以外 

9,400 

市民 

3,120 

市民以外 

4,680 

 市民 

16,290 

市民以外 

24,480 

市民 

8,130 

市民以外 

12,210 

市民 

4,050 

市民以外 

6,090 

 

個

人

使

用 

 市民 

600 

市民以外 

920 

市民 

300 

市民以外 

450 

200 市民 

800 

市民以外 

1,020 

（パーク

ゴルフを

市民 

930 

市民以外 

1,390 

市民 

450 

市民以外 

670 

300 

※ 第３条関係（岩見沢市北村多目的体育館条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

（単位：円） 

区分 

 

 

 

 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１回につき） 

１１月１日～４月３０日 

（１回につき） 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

アリーナ ト レ

ー ニ

ン グ

室 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

全面 

使用 

半面 

使用 

４ 分

の １

面 使

用 

一

般 

専

用

使

用 

市民 

15,060 

市民以外 

18,830 

市民 

7,520 

市民以外 

9,400 

市民 

3,740 

市民以外 

4,680 

 市民 

19,580 

市民以外 

24,480 

市民 

9,770 

市民以外 

12,210 

市民 

4,870 

市民以外 

6,090 

 

個

人

使

用 

 市民 

730 

市民以外 

920 

市民 

360 

市民以外 

450 

200 市民 

800 

市民以外 

1,020 

（パーク

ゴルフを

市民 

1,110 

市民以外 

1,390 

市民 

540 

市民以外 

670 

300 



議案第６９号  岩見沢市北村多目的 体育館条例新旧対照表 
№７ 

現               行 改       正       後 

する場合

に限る。）
 

児

童

生

徒 

専

用

使

用 

市民 

6,270 

市民以外 

9,400 

市民 

3,120 

市民以外 

4,680 

市民 

1,530 

市民以外 

2,310 

 市民 

8,130 

市民以外 

12,210 

市民 

4,050 

市民以外 

6,090 

市民 

2,010 

市民以外 

3,030 

 

個

人

使

用 

 市民 

300 

市民以外 

450 

市民 

150 

市民以外 

220 

200 市民 

380 

市民以外 

500 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。）

市民 

450 

市民以外 

670 

市民 

210 

市民以外 

330 

300 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

する場合

に限る。）
 

児

童

生

徒 

専

用

使

用 

市民 

7,520 

市民以外 

9,400 

市民 

3,740 

市民以外 

4,680 

市民 

1,850 

市民以外 

2,310 

 市民 

9,770 

市民以外 

12,210 

市民 

4,870 

市民以外 

6,090 

市民 

2,430 

市民以外 

3,030 

 

個

人

使

用 

 市民 

360 

市民以外 

450 

市民 

180 

市民以外 

220 

200 市民 

380 

市民以外 

500 

（パーク

ゴルフを

する場合

に限る。）

市民 

540 

市民以外 

670 

市民 

270 

市民以外 

330 

300 

 備考 略 

 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市栗沢スポーツ公園条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

１ 岩見沢市栗沢球場 

区分 使用料 

１日 半日 早朝・夜間１時間

当たり 

市民 市民以外 市民 市民以外 市民 市民以外

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

小学

生・

中学

生 

4,180 

円 

8,370 

円 

2,080 

円 

4,180 

円 

510 

円 

1,030 

円 

高校

生 

6,280 

円 

12,560 

円 

3,130 

円 

6,280 

円 

780 

円 

1,540 

円 

大学

生・

一般 

8,370 

円 

16,750 

円 

4,180 

円 

8,370 

円 

1,030 

円 

2,080 

円 

入

場

小学

生・

最高入場料金の５

０人分 

最高入場料金の２

５人分 

最高入場料金の７

人分 

※ 第１条関係（岩見沢市栗沢スポーツ公園条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

１ 岩見沢市栗沢球場 

区分 使用料 

１日 半日 早朝・夜間１時間

当たり 

市民 市民以外 市民 市民以外 市民 市民以外

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

小学

生・

中学

生 

8,360 

円 

18,830 

円 

4,160 

円 

9,400 

円 

1,020 

円 

2,310 

円 

高校

生 

12,560 

円 

28,260 

円 

6,260 

円 

14,130 

円 

1,560 

円 

3,460 

円 

大学

生・

一般 

16,740 

円 

37,680 

円 

8,360 

円 

18,830 

円 

2,060 

円 

4,680 

円 

入

場

小学

生・

最高入場料金の５

０人分 

最高入場料金の２

５人分 

最高入場料金の７

人分 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

る

場

合 

料

を

徴

収

す

る

場

合 

中学

生 

高校

生 

最高入場料金の６

０人分 

最高入場料金の３

０人分 

最高入場料金の８

人分 

大学

生・

一般 

最高入場料金の７

０人分 

最高入場料金の３

５人分 

最高入場料金の９

人分 

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

10,470

円 

20,950

円 

5,230

円 

10,470

円 

1,350 

円 

2,710

円 

入場料を

徴収する

場合 

最高入場料金の１

００人分 

最高入場料金の５

０人分 

最高入場料金の１

３人分 

附

帯

設

放送設備

（得点板

含む。） 

410 円 830 円 200 円 410 円 50 円 100 円 

る

場

合 

料

を

徴

収

す

る

場

合 

中学

生 

高校

生 

最高入場料金の６

０人分 

最高入場料金の３

０人分 

最高入場料金の８

人分 

大学

生・

一般 

最高入場料金の７

０人分 

最高入場料金の３

５人分 

最高入場料金の９

人分 

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

20,940 

円 

47,130 

円 

10,460 

円 

23,550 

円 

2,700 

円 

6,090 

円 

入場料を

徴収する

場合 

最高入場料金の１

００人分 

最高入場料金の５

０人分 

最高入場料金の１

３人分 

附

帯

設

放送設備

（得点板

含む。） 

1,490 円 730 円 180 円 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

備 夜間照明

（１時間

当たり） 

2,080 円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 入場料を徴収する場合の使用料が、入場料を徴収しない場合の使用料よ

りも低額となるときは、入場料を徴収しない場合の使用料を適用する。 

 

 

 ４ 施設内での立売りについては、１日２，７３０円、半日１，６３０円を

徴収する。 

２ 岩見沢市栗沢テニスコート 

区分 

 

 

 
 

使用料 

市民 市民以外 

１面１時間当たり 

 

 

 
 

510 円 1,040 円 

備考 １時間未満の時間は、１時間とする。 

備 夜間照明

（１時間

当たり） 

4,680 円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 入場料を徴収する場合の使用料が、入場料を徴収しない場合の使用料（市

民、市民以外に区分される使用料については、市民以外の料金とする。以

下この項において同じ。）よりも低額となるときは、入場料を徴収しない場

合の使用料を適用する。 

 ４ 施設内での立売りについては、１日３，５４０円、半日２，１２０円を

徴収する。 

２ 岩見沢市栗沢テニスコート 

区分 使用料 

１日 半日 １時間当たり 個人使用 

（２時間当た

り） 

一般・大学生 １面 

4,080 円 

１面 

2,040 円 

１面 

510 円 

シーズン券 

9,900 円 

高校生 １面 

2,040 円 

１面 

1,020 

１面 

260 円 

シーズン券 

4,960 円 

備考  



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№４ 

現               行 改       正       後 

 

 

 

 

 

 

 

３ 岩見沢市栗沢パークゴルフ場 

区分 

 

 
 

使用料 

市民 市民以外 

プレー代 個人

使用 

当日券 

 
 

小・中学生 100 円 200 円 

高校生 200 円 300 円 

一般 300 円 510 円 

回数券 小・中学生 1,000 円 2,000 円 

高校生 2,000 円 3,000 円 

一般 3,000 円 5,100 円 

シーズン券 小・中学生 3,130 円 4,700 円 

高校生 6,280 円 9,420 円 

一般 10,470 円 15,700 円 

団体 団体券（当日  10,470 円 15,700 円 

 １ １時間未満の時間は、１時間とする。 

 ２ 使用時間の区分は、次のとおりとする。 

  (1) １日 午前９時から午後５時まで 

  (2) 半日 午前９時から午後１時まで又は午後１時から午後５時まで 

 ３ 施設内での立売りについては、１日３，５４０円、半日２，１２０円を

徴収する。 

 ４ シーズン券は、購入した年度の開設期間のみ有効とする。 

３ 岩見沢市栗沢パークゴルフ場 

区分 

 

 
 

使用料 

市民 市民以外 

プレー代 個人

使用 

当日券 小学生・中学

生・高校生 

200 円 400 円 

一般 400 円 800 円 

回数券 小学生・中学

生・高校生 

2,000 円 4,000 円 

一般 4,000 円 8,000 円 

シーズン券 小学生・中学

生・高校生 

6,280 円 12,520 円 

一般 13,920 円 24,500 円 
  

 

  



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№５ 

現               行 改       正       後 

使用 限り有効） 

用具代 クラブ１本 １日 150 円 

ボール１個 １日 50円 

 備考 

  １及び２ 略 

  ３ 団体使用は、５０人以上の場合とする。 

  ４ 故意により用具を紛失又は破損した場合は、実費を徴収する。 

４ 岩見沢市栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

区分 使用料 

一般使用 当日券 小学生・中学生 100 円 

高校生 200 円 

大学生・一般 300 円 

シーズン券 小学生・中学生 1,030 円 

高校生 2,080 円 

大学生・一般 3,130 円 

専用使用 １コース１時間当たり 510 円 

 備考 略 

５ 岩見沢市栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

区分 使用料 

（１時間当たり） 

暖房料 

専 用 使 アリーナ 全面 730 円 使用料の３

 

用具代 クラブ１本 １日 150 円 

ボール１個 １日 50円 

 備考 

  １及び２ 略 

   

  ３ 故意により用具を紛失又は破損した場合は、実費を徴収する。 

４ 岩見沢市栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

区分 使用料 

一般使用 当日券 小学生・中学生 160 円 

高校生 320 円 

大学生・一般 460 円 

シーズン券 小学生・中学生 1,580 円 

高校生 3,190 円 

大学生・一般 4,800 円 

専用使用 １コース１時間当たり 780 円 

 備考 略 

５ 岩見沢市栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

区分 使用料 

（１時間当たり） 

暖房料 

専 用 使 アリーナ 全面 市民 1,460 円 使用料の３



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№６ 

現               行 改       正       後 

用  
 

割 

半面 370 円 

 
 

第２体育館 370 円 

 
 

ミーティングルーム 70 円 

 
 

個 人 使

用 

アリーナ 

第２体育館 

小学生・中学生 ２時間当たり 50 円 

高校生 ２時間当たり 100 円 

大学生・一般 ２時間当たり 150 円 

 備考  

  １及び２ 略 

  ３ 入場料を徴収する場合及び営利を目的とする催物又はこれらに類する

使用については、表に定める使用料に、その額の１０割に相当する額を

加えて得た額を使用料として徴収する。 

 

  ４ 略 

 

 

 

 

用 市民以外2,450円 
 

割 

半面 市民 740 円 

市民以外1,230円 

第２体育館 市民 740 円 

市民以外1,170円 

ミーティングルーム 市民 120 円 

市民以外 150 円 

個 人 使

用 

アリーナ 

第２体育館 

小学生・中学生 ２時間当たり 100 円 

高校生 ２時間当たり 200 円 

大学生・一般 ２時間当たり 300 円 

 備考  

  １及び２ 略 

  ３ 入場料を徴収する場合及び営利を目的とする催物又はこれらに類する

使用については、表に定める使用料（市民、市民以外に区分される使用

料については、市民以外の使用料とする。）に、その額の１０割に相当す

る額を加えて得た額を使用料として徴収する。 

  ４ 略 

 

 

 

 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№７ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市栗沢スポーツ公園条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

１ 岩見沢市栗沢球場 

区分 使用料 

１日 半日 早朝・夜間１時間

当たり 

市民 市民以外 市民 市民以外 市民 市民以外

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

小学

生・

中学

生 

8,360 

円 

18,830 

円 

4,160 

円 

9,400 

円 

1,020 

円 

2,310 

円 

高校

生 

12,560 

円 

28,260 

円 

6,260 

円 

14,130 

円 

1,560 

円 

3,460 

円 

大学

生・

一般 

16,740 

円 

37,680 

円 

8,360 

円 

18,830 

円 

2,060 

円 

4,680 

円 

略 

※ 第２条関係（岩見沢市栗沢スポーツ公園条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

１ 岩見沢市栗沢球場 

区分 使用料 

１日 半日 早朝・夜間１時間

当たり 

市民 市民以外 市民 市民以外 市民 市民以外

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

小学

生・

中学

生 

12,540 

円 

18,830 

円 

6,240 

円 

9,400 

円 

1,530 

円 

2,310 

円 

高校

生 

18,840 

円 

28,260 

円 

9,390 

円 

14,130 

円 

2,340 

円 

3,460 

円 

大学

生・

一般 

25,110 

円 

37,680 

円 

12,540 

円 

18,830 

円 

3,090 

円 

4,680 

円 

略 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№８ 

現               行 改       正       後 

る

場

合 

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

20,940 

円 

47,130 

円 

10,460 

円 

23,550 

円 

2,700 

円 

6,090 

円 

略 

略 

 備考 略 

２～４ 略 

５ 岩見沢市栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

区分 使用料 

（１時間当たり） 

暖房料 

専 用 使

用 

アリーナ 全面 市民 1,460 円 

市民以外2,450円 
 

使用料の３

割 

る

場

合 

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

31,410 

円 

47,130 

円 

15,690 

円 

23,550 

円 

4,050 

円 

6,090 

円 

略 

略 

 備考 略 

２～４ 略 

５ 岩見沢市栗沢Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

区分 使用料 

（１時間当たり） 

暖房料 

専 用 使

用 

アリーナ 全面 市民 1,960 円 

市民以外2,450円 
 

使用料の３

割 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№９ 

現               行 改       正       後 

半面 市民 740 円 

市民以外1,230円 

第２体育館 市民 740 円 

市民以外1,170円 

略 

略 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半面 市民 990 円 

市民以外1,230円 

第２体育館 市民 990 円 

市民以外1,170円 

略 

略 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№１０ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（岩見沢市栗沢スポーツ公園条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

１ 岩見沢市栗沢球場 

区分 使用料 

１日 半日 早朝・夜間１時間

当たり 

市民 市民以外 市民 市民以外 市民 市民以外

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

小学

生・

中学

生 

12,540 

円 

18,830 

円 

6,240 

円 

9,400 

円 

1,530 

円 

2,310 

円 

高校

生 

18,840 

円 

28,260 

円 

9,390 

円 

14,130 

円 

2,340 

円 

3,460 

円 

大学

生・

一般 

25,110 

円 

37,680 

円 

12,540 

円 

18,830 

円 

3,090 

円 

4,680 

円 

略 

※ 第３条関係（岩見沢市栗沢スポーツ公園条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

１ 岩見沢市栗沢球場 

区分 使用料 

１日 半日 早朝・夜間１時間

当たり 

市民 市民以外 市民 市民以外 市民 市民以外

ア

マ

チ

ュ

ア

ス

ポ

ー

ツ

に

使

用

す

入

場

料

を

徴

収

し

な

い

場

合 

小学

生・

中学

生 

15,060 

円 

18,830 

円 

7,520 

円 

9,400 

円 

1,850 

円 

2,310 

円 

高校

生 

22,600 

円 

28,260 

円 

11,300 

円 

14,130 

円 

2,770 

円 

3,460 

円 

大学

生・

一般 

30,150 

円 

37,680 

円 

15,060 

円 

18,830 

円 

3,740 

円 

4,680 

円 

略 



議案第７０号  岩見沢市栗沢スポー ツ公園条例新旧対照表 
№１１ 

現               行 改       正       後 

る

場

合 

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

31,410 

円 

47,130 

円 

15,690 

円 

23,550 

円 

4,050 

円 

6,090 

円 

略 

略 

 備考 略 

２～５ 略 

 

 

 

 

 

る

場

合 

そ

の

他

に

使

用

す

る

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

37,710 

円 

47,130 

円 

18,840 

円 

23,550 

円 

4,870 

円 

6,090 

円 

略 

略 

 備考 略 

２～５ 略 

 



議 案 第 ７ １ 号  岩 見 沢 市 民 会 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第７条、第２０条関係） 

使用料 

（単位：円） 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

大ホ

ール 

１ 階

席 の

み 

平日 16,230 

 

 

 
 

19,270 24,820 60,330 

土曜 

日曜 

祝日 

 
 

19,480 23,150 29,750 72,380 

全席 平日 

 

 

 
 

25,350 30,060 38,650 94,070 

土曜 

日曜 

30,370 36,030 46,400 112,820 

別表（第７条、第２０条関係） 

使用料 

（単位：円） 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

大ホ

ール 

１ 階

席 の

み 

平日 市民 

21,600 

市民以外 

27,000 

市民 

25,200 

市民以外 

31,500 

市民 

32,400 

市民以外 

40,500 

市民 

79,200 

市民以外 

99,000 

土曜 

日曜 

祝日 

市民 

26,100 

市民以外 

32,620 

市民 

30,600 

市民以外 

38,250 

市民 

38,700 

市民以外 

48,370 

市民 

95,400 

市民以外 

119,240 

全席 平日 市民 

41,610 

市民以外 

52,020 

市民 

48,560 

市民以外 

60,700 

市民 

62,420 

市民以外 

78,030 

市民 

152,590 

市民以外 

190,750 

土曜 

日曜 

市民 

49,950 

市民 

58,280 

市民 

74,910 

市民 

183,140 



議 案 第 ７ １ 号  岩 見 沢 市 民 会 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

祝日 

 
 

多目的室１  1,670 1,980 2,400 6,070 

多目的室２ 1,770 2,080 2,710 6,600 

多目的室３ 1,560 1,880 2,300 5,750 

リハーサル 

室１ 

1,560 1,880 2,500 5,960 

リハーサル 

室２ 

1,560 1,880 2,500 5,960 

アーティスト

ルーム１ 

410 510 620 1,560 

アーティスト

ルーム２ 

410 510 620 1,560 

アーティスト

ルーム３ 

410 510 620 1,560 

アーティスト

ルーム４ 

620 730 930 2,300 

アーティスト

ルーム５ 

620 730 930 2,300 

主催者事務 

室 

730 830 1,150 2,710 

祝日 市民以外 

62,430 

市民以外 

72,850 

市民以外 

93,640 

市民以外 

228,920 

多目的室１  1,680 1,980 2,400 6,080 

多目的室２ 1,780 2,080 2,720 6,600 

多目的室３ 1,560 1,880 2,300 5,760 

リハーサル 

室１ 

1,560 1,880 2,500 5,960 

リハーサル 

室２ 

1,560 1,880 2,500 5,960 

アーティスト

ルーム１ 

420 520 620 1,560 

アーティスト

ルーム２ 

420 520 620 1,560 

アーティスト

ルーム３ 

420 520 620 1,560 

アーティスト

ルーム４ 

620 740 940 2,300 

アーティスト

ルーム５ 

620 740 940 2,300 

主催者事務 

室 

740 840 1,160 2,720 



議 案 第 ７ １ 号  岩 見 沢 市 民 会 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

レストラウン

ジ 

1,560 1,880 2,400 5,860 

 備考 

  １及び２ 略 

  ３ 入場料、会費若しくは名称のいかんを問わずこれらに類するもの（以

下「入場料等」という。）を徴収する場合又は営利若しくは営業目的のた

めに使用する場合の使用料は、別表及び前２項により算定して得た額に、

次に掲げる区分に応じ（入場料等の額が２種類以上定められているとき

は、その最高額を基準とする。）、該当する使用者の欄に定める割合を加

えた額とする。ただし、入場料等が５１０円以下で、かつ営利若しくは

営業を目的としない場合又は大ホールを市内にある社会教育関係団体が

使用する場合には、この項の規定は適用しない。 

 

区分 使用者 

市民又は市

内にある団

体等 

左記以外 

入場料等を徴収せず、かつ営利又は営業目的の場合 １０割 ２０割 

入場料等が１，０００円以下の場合 １０割 ２０割 

入場料等が１，０００円を超え３，０００円以下の

場合 

２０割 ２０割 

レストラウン

ジ 

1,560 1,880 2,400 5,860 

 備考 略 

  １及び２ 略 

  ３ 入場料、会費若しくは名称のいかんを問わずこれらに類するもの（以

下「入場料等」という。）を徴収する場合又は営利若しくは営業目的のた

めに使用する場合の使用料は、別表（市民、市民以外に区分される使用

料については、市民以外の使用料とする。）及び前２項により算定して得

た額に、次に掲げる区分に応じ（入場料等の額が２種類以上定められて

いるときは、その最高額を基準とする。）、該当する割合を加えた額とす

る。ただし、入場料等が５１０円以下で、かつ営利若しくは営業を目的

としない場合又は大ホールを市内にある社会教育関係団体が使用する場

合には、この項の規定は適用しない。 

区分 割合 

 

 

 

入場料等を徴収せず、かつ営利又は営業目的の場合 ２０割 

入場料等が１，０００円以下の場合 ２０割 

入場料等が１，０００円を超え３，０００円以下の

場合 

２０割 



議 案 第 ７ １ 号  岩 見 沢 市 民 会 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

入場料等が３，０００円を超える場合 ３０割 ３０割 

  ４及び５ 略 

 

入場料等が３，０００円を超える場合 ３０割 

  ４及び５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ ２ 号  岩 見 沢 郷 土 科 学 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第５条、第１２条関係） 

岩見沢郷土科学館入館料・観覧料 

区分 小・中学生 高校生 一般 

入館料 個人 

（１人１回に

つき） 

１００円 ２１０円 ３１０円

団体 個人料金の２割引きとする。 

プラネタリウ

ム観覧料 

個人 

（１人１回に

つき） 

１００円 １５０円 ２１０円

団体 個人料金の２割引きとする。 

回数券 

（６枚綴り） 

入館料 ５２０円 １，０５０円 １，５９０円

プラネタリウ

ム観覧料 

５２０円 ７９０円 １，０５０円

備考 略 

 

 

 

 

 

 

別表（第５条、第１２条関係） 

岩見沢郷土科学館入館料・観覧料 

区分 小・中学生 高校生 一般 

入館料 個人 

（１人１回に

つき） 

１４０円 ２８０円 ４００円

団体 個人料金の２割引きとする。 

プラネタリウ

ム観覧料 

個人 

（１人１回に

つき） 

１４０円 ２００円 ２８０円

団体 個人料金の２割引きとする。 

回数券 

（６枚綴り） 

入館料 ６８０円 １，３６０円 ２，０６０円

プラネタリウ

ム観覧料 

６８０円 １，０２０円 １，３６０円

備考 略 

 



議 案 第 ７ ３ 号  岩 見 沢 市 立 児 童 館 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表第２（第８条、第２０条関係） 

種別 区別 

午前 

（午前１０：０

０～１２：０

０） 

午後 

（午後１：００

～５：００） 

夜間 

（午後６：００

～９：００） 

全日 

（午前１０：０

０～午後９：０

０） 

遊戯室 ６５０円 ７６０円 ７６０円 ２，２００円

集会室 ２１０円 ２１０円 ３１０円 ７６０円

図書室 ２１０円 ２１０円 ３１０円 ７６０円

相談室 ２１０円 ２１０円 ３１０円 ７６０円

備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第８条、第２０条関係） 

種別 区別 

午前 

（午前１０：０

０～１２：０

０） 

午後 

（午後１：００

～５：００） 

夜間 

（午後６：００

～９：００） 

全日 

（午前１０：０

０～午後９：０

０） 

遊戯室 ９８０円 １，１４０円 １，１４０円 ３，３００円

集会室 ３２０円 ３２０円 ４７０円 １，１４０円

図書室 ３２０円 ３２０円 ４７０円 １，１４０円

相談室 ３２０円 ３２０円 ４７０円 １，１４０円

備考 略 
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別表(第１０条、第２２条関係) 

種別 使用の単位 使用料 区分 

インキュベートルーム １月 17,600 円 専用施設 

レンタルオフィスＡ １月 66,000 円 

レンタルオフィスＢ １月 28,050 円 

１日 2,240 円 一般施設 

１時間 180 円 

データベースルーム １月 8,350 円 専用施設 

産学連携共同研究開発室 １月 128,700 円 

１日 10,550 円 一般施設 

１時間 870 円 

多目的研修室 １日 15,830 円 

１時間 1,310 円 

ミーティングルーム １ １月 19,800 円 専用施設 

１日 1,570 円 一般施設 

１時間 130 円 

２ １月 19,800 円 専用施設 

１日 1,570 円 一般施設 

１時間 130 円 

３ １日 1,310 円 

１時間 110 円 

別表(第１０条、第２２条関係) 

種別 使用の単位 使用料 区分 

インキュベートルーム １月 21,380 円 専用施設 

レンタルオフィスＡ １月 80,190 円 

レンタルオフィスＢ １月 38,850 円 

 

１時間 

 

1,200 円 

一般施設 

データベースルーム １月 10,290 円 専用施設 

産学連携共同研究開発室 １月 156,370 円 

 

１時間 

 

3,500 円 

一般施設 

多目的研修室  

１時間 

 

5,200 円 

ミーティングルーム １ １月 27,220 円 専用施設 

 

１時間 

 

800 円 

一般施設 

２ １月 27,220 円 専用施設 

 

１時間 

 

800 円 

一般施設 

３  

１時間 

 

600 円 
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備考 

１ １日とは、午前９時から午後９時までとする 

２ １時間未満は、１時間として計算する。なお、準備時間及び整理時間

は、使用時間に含める。 

３ 許可された使用時間を超えて一般施設を引き続き使用する場合(市長

が運営に支障がないと認め、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を

許可した場合に限る。)の使用料は、各区分の使用料とする。 

４ 月の中途で専用施設の使用を開始又は終了する場合の当該月の使用

料は、この表に定める額を３０で除し、これに当該月の使用日数を乗じ

て得た額とする。 

５ 専用施設の使用者がミーティングルームを使用する場合は、別表及び

第１項から第３項までの規定により算出して得た額の２分の１を使用

料とする。 

６ 一般施設について、入場料若しくはこれらに類するものを徴する場合

又は物品の販売若しくは有償によるサービスの提供を目的として使用

する場合は、別表及び前各項(第４項を除く。)により算出して得た額の

１０割増を使用料とする。 

７ 一般施設について、１２月１日から翌年３月３１日までの間は、別表

及び前各項(第４項を除く。)により算出して得た額(以下「基本料金」

という。)に冬期加算料(当該基本料金の３割の額)を加えた額を使用料

とする。ただし、当該期間外においても暖房を使用する場合は、本項の

備考 

 

１ １時間未満は、１時間として計算する。なお、準備時間及び整理時間

は、使用時間に含める。 

２ 許可された使用時間を超えて一般施設を引き続き使用する場合(市

長が運営に支障がないと認め、閉館時間を超えない範囲で使用時間の

延長を許可した場合に限る。)の使用料は、各区分の使用料とする。 

３ 月の中途で専用施設の使用を開始又は終了する場合の当該月の使用

料は、この表に定める額を３０で除し、これに当該月の使用日数を乗じ

て得た額とする。 

４ 専用施設の使用者がミーティングルームを使用する場合は、別表及

び第１項及び第２項の規定により算出して得た額の２分の１を使用料

とする。 

５ 一般施設について、入場料若しくはこれらに類するものを徴する場

合又は物品の販売若しくは有償によるサービスの提供を目的として使

用する場合は、別表及び前各項(第３項を除く。)により算出して得た額

の１０割増を使用料とする。 

６ 一般施設について、１２月１日から翌年３月３１日までの間は、別表

及び前各項(第３項を除く。)により算出して得た額(以下「基本料金」

という。)に冬期加算料(当該基本料金の３割の額)を加えた額を使用料

とする。ただし、当該期間外においても暖房を使用する場合は、本項の
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規定を適用する。 

８ 別表及び前各項により算出して得た額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額を使用料とする。 

９ 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定を適用する。 

７ 別表及び前各項により算出して得た額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額を使用料とする。 

８ 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 
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別表（第７条、第１９条関係） 

区分 使用料 

午前 午後 夜間 全日 

９：００～ 

１２：３０ 

１３：３０～

１７：００ 

１８：００～

２１：３０ 

９：００～ 

２１：３０ 

専

用

使

用

の

場

合 

実習室 円

２，４８０

円

２，４８０

円

２，４８０

円

７，４７０

親子学習室 ２，５２０ ２，５２０ ２，５２０ ７，５９０

料理講習室 ３，１１０ ３，１１０ ３，１１０ ９，３６０

研修室１ ９６０ ９６０ ９６０ ２，９１０

研修室２ ７８０ ７８０ ７８０ ２，３５０

研修室３ １，５８０ １，５８０ １，５８０ ４，７７０

研修室４ １，３４０ １，３４０ １，３４０ ４，０５０

研修室５ １，０２０ １，０２０ １，０２０ ３，１００

研修室６ １，９３０ １，９３０ １，９３０ ５，８００

和室１ ４３０ ４３０ ４３０ １，３１０

和室２ ４３０ ４３０ ４３０ １，３１０

和室３ １，０３０ １，０３０ １，０３０ ３，１３０

軽運動場１ ２，２００ ２，２００ ２，２００ ６，６００

軽運動場２ １，１５０ １，１５０ １，１５０ ３，４５０

武道場（半面） ３，３００ ３，３００ ３，３００ ９，９００

別表（第７条、第１９条関係） 

区分 使用料 

午前 午後 夜間 全日 

９：００～ 

１２：３０ 

１３：３０～ 

１７：００ 

１８：００～

２１：３０ 

９：００～ 

２１：３０ 

専

用

使

用

の

場

合 

実習室 円

３，３４０

円 

３，３４０ 

円

３，３４０

円

１０，０６０

親子学習室 ３，６４０ ３，６４０ ３，６４０ １０，９６０

料理講習室 ４，５２０ ４，５２０ ４，５２０ １３，６００

研修室１ １，３８０ １，３８０ １，３８０ ４，１８０

研修室２ １，１２０ １，１２０ １，１２０ ３，３８０

研修室３ ２，２６０ ２，２６０ ２，２６０ ６，８２０

研修室４ １，９２０ １，９２０ １，９２０ ５，８００

研修室５ １，５４０ １，５４０ １，５４０ ４，６８０

研修室６ ２，７４０ ２，７４０ ２，７４０ ８，２４０

和室１ ６６０ ６６０ ６６０ ２，０２０

和室２ ６６０ ６６０ ６６０ ２，０２０

和室３ １，５００ １，５００ １，５００ ４，５６０

軽運動場１ ２，９８０ ２，９８０ ２，９８０ ８，９４０

軽運動場２ １，５６０ １，５６０ １，５６０ ４，６８０

武道場（半面） 市民 4,020 市民 4,020 市民 4,020 市民 12,040
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武道場（全面）

 

６，６００ ６，６００ ６，６００ １９，８００

控室 ９６０ ９６０ ９６０ ２，９１０

音楽室 １，９５０ １，９５０ １，９５０ ５，８７０

市民活動室１ ４９０ ４９０ ４９０ １，５００

市民活動室２ ４７０ ４７０ ４７０ １，４３０

市民活動室３ ５００ ５００ ５００ １，５３０

市民活動室４ ４７０ ４７０ ４７０ １，４３０

アリーナ（半

面） 

２，２００ ２，２００ ２，２００ ６，６００

アリーナ（全

面） 

４，４００ ４，４００ ４，４００ １３，２００

生涯学習室１ ４８０ ４８０ ４８０ １，４７０

生涯学習室２ ４１０ ４１０ ４１０ １，２５０

生涯学習室３ ４６０ ４６０ ４６０ １，４００

生涯学習室４ ６００ ６００ ６００ １，８１０

生涯学習室５ ６００ ６００ ６００ １，８１０

個人使用の場合 

（武道場及びアリ

ーナに限る。） 

小学生、中学生２時間につき ５０円 

高校生 ２時間につき １００円 

大学生、一般 ２時間につき １５０円 

市民以外 5,020市民以外 5,020 市民以外 5,020 市民以外 15,060

武道場（全面） 市民 8,020

市民以外10,040

市民 8,020 

市民以外10,040 

市民 8,020

市民以外10,040

市民 24,080

市民以外 30,100

控室 １，４２０ １，４２０ １，４２０ ４，３００

音楽室 ２，８００ ２，８００ ２，８００ ８，４４０

市民活動室１ ７２０ ７２０ ７２０ ２，２００

市民活動室２ ７２０ ７２０ ７２０ ２，２００

市民活動室３ ７２０ ７２０ ７２０ ２，２００

市民活動室４ ７２０ ７２０ ７２０ ２，２００

アリーナ（半

面） 

市民 2,680

市民以外 3,360

市民 2,680 

市民以外 3,360 

市民 2,680

市民以外 3,360

市民 8,040

市民以外 10,060

アリーナ（全

面） 

市民 5,340

市民以外 6,680

市民 5,340 

市民以外 6,680 

市民 5,340

市民以外 6,680

市民 16,040

市民以外 20,040

生涯学習室１ ７２０ ７２０ ７２０ ２，２２０

生涯学習室２ ６４０ ６４０ ６４０ １，９６０

生涯学習室３ ６８０ ６８０ ６８０ ２，０８０

生涯学習室４ ９００ ９００ ９００ ２，７２０

生涯学習室５ ８６０ ８６０ ８６０ ２，６００

個人使用の場合 

（武道場及びアリ

ーナに限る。） 

小学生、中学生２時間につき １００円 

高校生 ２時間につき １６０円 

大学生、一般 ２時間につき ２００円 
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地下駐車場 １台につき３０分までごとに１００円 

備考  

 １及び２ 略 

 ３ 営利又は営業目的のために使用する場合の使用料は、別表（専用使用

の場合に限る。）及び前２項の規定により算定して得た額に、３０割の

額を加えた額とする。 

 

 ４～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下駐車場 １台につき３０分までごとに１００円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 営利又は営業を目的とする使用については、専用使用の場合に限る

ものとし、別表（市民、市民以外に区分される使用料については、市民

以外の使用料とする。）及び前２項の規定により算定して得た額に、３

０割の額を加えた額とする。 

 ４～７ 略 
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別表（第６条、第１８条関係） 

研修室及びトレーニング室の使用料 

区分 時間別使用料 

午前Ａ 午前Ｂ 午後Ａ 午後Ｂ 夜間Ａ 夜間Ｂ 

9:00 

～ 

11:00 

11:00

～ 

13:00 

13:00

～ 

15:00 

15:00

～ 

17:00 

17:00

～ 

19:00 

19:00

～ 

21:00 

研修室 1,100

円 

1,100

円 

1,100

円 

1,100

円 

1,360

円 

1,360

円 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

室 

個

人

使

用 

小 学

生 ・

中 学

生 

２時間当たり      当日券  ５０円 

            回数券（１１枚つづり） 

            ５００円 

高 校

生 

２時間当たり      当日券  １００円 

            回数券（１１枚つづり） 

            １，０００円 

大 学

生 ・

一般 

２時間当たり      当日券  １５０円 

            回数券（１１枚つづり） 

            １，５００円 

 備考 略 

別表（第６条、第１８条関係） 

研修室及びトレーニング室の使用料 

区分 時間別使用料 

午前Ａ 午前Ｂ 午後Ａ 午後Ｂ 夜間Ａ 夜間Ｂ 

9:00 

～ 

11:00 

11:00

～ 

13:00 

13:00

～ 

15:00 

15:00

～ 

17:00 

17:00

～ 

19:00 

19:00

～ 

21:00 

研修室 1,100

円 

1,100

円 

1,100

円 

1,100

円 

1,360

円 

1,360

円 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

室 

個

人

使

用 

小 学

生 ・

中 学

生 

２時間当たり      当日券  １００円 

            回数券（１１枚つづり） 

            １，０００円 

高 校

生 

２時間当たり      当日券  ２００円 

            回数券（１１枚つづり） 

            ２，０００円 

大 学

生 ・

一般 

２時間当たり      当日券  ３００円 

            回数券（１１枚つづり） 

            ３，０００円 

 備考 略 
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※ 第１条関係（岩見沢市北村トレーニングセンター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

     区分 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

全面使用 半面使用 全面使用 半面使用 

専

用

使

用 

一般 １，２５０ 

円 

６２０ 

円 

１，６７０ 

円 

８３０ 

円 

児童生徒 ６２０ 

円 

３００ 

円 

８３０ 

円 

４１０ 

円 

個

人

使

用 

小学生・中 

学生 

２時間当たり ５０円 

高校生 ２時間当たり １００円 

 

大学生・一

般 

２時間当たり １５０円 

 

備考 

１ 市民の場合は、各使用料の２分の１の額とする。（個人使用の場合を除

く。） 

２ 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。 

※ 第１条関係（岩見沢市北村トレーニングセンター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

     区分 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

全面使用 半面使用 全面使用 半面使用 

専

用

使

用 

一般 市民 1,240 円 

市民以外 2,810 円 

市民 620 円 

市民以外 1,390 円 

市民 1,660 円 

市民以外 3,750 円 

市民 820 円 

市民以外 1,860 円 

児童生徒 市民 620 円 

市民以外 1,390 円 

市民 300 円 

市民以外 690 円 

市民 820 円 

市民以外 1,860 円 

市民 400 円 

市民以外 920 円 

個

人

使

用 

小学生・中 

学生 

２時間当たり 市民    ９０円 

市民以外 １１０円 

高校生 ２時間当たり 市民   １８０円 

市民以外 ２２０円 

大学生・一

般 

２時間当たり 市民   ２７０円 

市民以外 ３３０円 

 備考 

 

 

１ 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。 



議案第７７号 岩見沢市北村トレーニングセンター条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

３ 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むもの

とする。 

４ 営利目的で使用し入場料に類するものを徴収しない場合の使用料は上

記使用料の１０倍の額、入場料に類するものを徴収する場合の使用料は

上記使用料の２０倍の額とする。 

 

５ １時間未満の時間は、１時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むもの

とする。 

３ 営利を目的として使用する場合の使用料は、上記使用料（市民、市民

以外に区分される使用料については、市民以外の使用料とする。）に、入

場料に類するものを徴収しない場合は１０を乗じて得た額、入場料に類

するものを徴収する場合は２０を乗じて得た額とする。 

４ １時間未満の時間は、１時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７７号 岩見沢市北村トレーニングセンター条例新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市北村トレーニングセンター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

     区分 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

全面使用 半面使用 全面使用 半面使用 

専

用

使

用 

一般 市民 1,240 円 

市民以外 2,810 円 

市民 620 円 

市民以外 1,390 円 

市民 1,660 円 

市民以外 3,750 円 

市民 820 円 

市民以外 1,860 円 

児童生徒 市民 620 円 

市民以外 1,390 円 

市民 300 円 

市民以外 690 円 

市民 820 円 

市民以外 1,860 円 

市民 400 円 

市民以外 920 円 

略 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市北村トレーニングセンター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

     区分 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

全面使用 半面使用 全面使用 半面使用 

専

用

使

用 

一般 市民 1,860 円 

市民以外 2,810 円 

市民 930 円 

市民以外 1,390 円 

市民 2,490 円 

市民以外 3,750 円 

市民 1,230 円 

市民以外 1,860 円 

児童生徒 市民 930 円 

市民以外 1,390 円 

市民 450 円 

市民以外 690 円 

市民 1,230 円 

市民以外 1,860 円 

市民 600 円 

市民以外 920 円 

略 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７７号 岩見沢市北村トレーニングセンター条例新旧対照表 
№４ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（岩見沢市北村トレーニングセンター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

     区分 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

全面使用 半面使用 全面使用 半面使用 

専

用

使

用 

一般 市民 1,860 円 

市民以外 2,810 円 

市民 930 円 

市民以外 1,390 円 

市民 2,490 円 

市民以外 3,750 円 

市民 1,230 円 

市民以外 1,860 円 

児童生徒 市民 930 円 

市民以外 1,390 円 

市民 450 円 

市民以外 690 円 

市民 1,230 円 

市民以外 1,860 円 

市民 600 円 

市民以外 920 円 

略 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第３条関係（岩見沢市北村トレーニングセンター条例） 

 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

     区分 

 

使用者 

５月１日～１０月３１日 

（１時間当たり） 

１１月１日～４月３０日 

（１時間当たり） 

全面使用 半面使用 全面使用 半面使用 

専

用

使

用 

一般 市民 2,250 円 

市民以外 2,810 円 

市民 1,110 円 

市民以外 1,390 円 

市民 3,000 円 

市民以外 3,750 円 

市民 1,490 円 

市民以外 1,860 円 

児童生徒 市民 1,110 円 

市民以外 1,390 円 

市民 550 円 

市民以外 690 円 

市民 1,490 円 

市民以外 1,860 円 

市民 730 円 

市民以外 920 円 

略 

 備考 略 

 



議 案 第 ７ ８ 号  岩 見 沢 市 温 水 プ ー ル 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 一般使用 専用使用 

当日券 回数券（６枚つづり） 

個人使用 団体使用 

（１人

当たり） 

普通 団員用 

（１人当

たり） 

１コース 全館 

一般 480 円 430 円 2,630 円 2,300 円 １時間に

つき 

2,200 円 

１時間に

つき 

8,230 円 

高校生 210 円 170 円 1,100 円 920 円 

小・中学

生 

80 円 70 円 430 円 370 円 

ロッカー 30 円 

 備考 略 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 一般使用 専用使用 

当日券 回数券（６枚つづり） 

個人使用 団体使用 

（１人

当たり） 

普通 団員用 

（１人当

たり） 

１コース 全館 

一般 800 円 720 円 4,380 円 3,830 円 １時間に

つき 

3,670 円 

１時間に

つき 

13,720 円 

高校生 350 円 280 円 1,830 円 1,530 円 

小・中学

生 

 
 

130 円 

 
 

120 円 720 円 620 円 

 備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ ９ 号  岩 見 沢 市 北 村 プ ー ル 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 １回当たり使用料 シーズン券 

児童生徒 １００円 １，０３０円 

一般 ３００円 ３，１３０円 

 備考 

  １ 市民の場合は、各使用料の２分の 1の額とする。 

  ２ １回とは、入場から退場までとする。 

  ３ 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。 

  ４ 未就学児童の使用は、３歳以上で保護者同伴とし、使用料は児童生徒

と同額とする。 

  ５ 営利目的での使用は、禁止する。 

  ６ シーズン券については、その年の開設期間に限り、使用できるものと

する。 

別表（第６条、第１８条関係） 

使用料 

区分 １回当たり使用料 シーズン券 

児童生徒 １５０円 １，５８０円 

一般 ４６０円 ４，８００円 

 備考 

  

  １ １回とは、入場から退場までとする。 

  ２ 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。 

  ３ 未就学児童の使用は、３歳以上で保護者同伴とし、使用料は児童生徒

と同額とする。 

  ４ 営利目的での使用は、禁止する。 

  ５ シーズン券については、その年の開設期間に限り、使用できるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ８ ０ 号  岩 見 沢 市 文 化 セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表  
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市文化センター条例） 

 

別表（第７条、第１９条関係） 

使用料 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

ホール 平日 

 

 

 

4,910 円 7,430 円 12,350 円 24,710 円 

土曜 

日曜 

祝日 

 

6,380 円 9,630 円 16,020 円 32,050 円 

展示室  1,860 円 1,860 円 1,860 円 5,500 円 

音楽室 3,830 円 5,160 円 6,910 円 13,200 円 

リハーサル

室 

1,410 円 1,750 円 2,300 円 4,400 円 

練習室Ａ 2,730 円 3,300 円 4,400 円 8,800 円 

※ 第１条関係（岩見沢市文化センター条例） 

 

別表（第７条、第１９条関係） 

使用料 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

ホール 平日 市民 

10,000 円 

市民以外 

25,000 円 

市民 

15,000 円 

市民以外 

29,180 円 

市民 

24,700 円 

市民以外 

37,500 円 

市民 

49,700 円 

市民以外 

91,680 円 

土曜 

日曜 

祝日 

市民 

12,700 円 

市民以外 

30,000 円 

市民 

19,400 円 

市民以外 

35,030 円 

市民 

32,000 円 

市民以外 

45,020 円 

市民 

64,100 円 

市民以外 

110,050 円 

展示室  3,700 円 3,700 円 3,720 円 11,120 円 

音楽室 4,360 円 5,160 円 6,920 円 16,440 円 

リハーサル

室 

2,120 円 2,460 円 3,160 円 7,740 円 

練習室Ａ 4,000 円 4,600 円 6,000 円 14,600 円 



議 案 第 ８ ０ 号  岩 見 沢 市 文 化 セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表  
№２ 

現               行 改       正       後 

（和室） 

練習室Ｂ 1,410 円 1,750 円 2,300 円 4,400 円 

会議室兼 

創作室 

1,310 円 1,530 円 1,970 円 3,830 円 

 備考 

  １ 略 

  ２ 入場料、会費若しくは名称のいかんを問わずこれらに類するもの（以

下「入場料等」という。）を徴収する場合又は営利若しくは営業目的のた

めに使用する場合の使用料は、別表及び前項により算定して得た額に、

次に掲げる区分に応じ（入場料等の額が２種類以上定められているとき

は、その最高額を基準とする。）、該当する使用者の欄に定める割合を加

えた額とする。ただし、入場料等が５００円以下で、かつ、営利若しく

は営業を目的としない場合又はホールを市内にある社会教育関係団体が

使用する場合には、この項の規定は適用しない。 

 

区分 使用者及び会場 

市民又は市内にあ

る団体等 

左記以外 

営利又は 

営業目的 

入場料等を徴収しない又は入場

料等が１，０００円以下の場合 

ホール １０割 ホール １０割 

展示室 ３０割 展示室 ３５割 

その他 １５割 その他 ２０割 

（和室） 

練習室Ｂ 2,100 円 2,440 円 3,140 円 7,680 円 

会議室兼 

創作室 

1,640 円 1,900 円 2,440 円 5,980 円 

 備考  

  １ 略 

  ２ 入場料、会費若しくは名称のいかんを問わずこれらに類するもの（以

下「入場料等」という。）を徴収する場合又は営利若しくは営業目的のた

めに使用する場合の使用料は、別表（市民、市民以外に区分される使用

料については、市民以外の使用料とする。）及び前項により算定して得た

額に、次に掲げる区分に応じ（入場料等の額が２種類以上定められてい

るときは、その最高額を基準とする。）、該当する割合を加えた額とする。

ただし、入場料等が５００円以下で、かつ、営利若しくは営業を目的と

しない場合又はホールを市内にある社会教育関係団体が使用する場合に

は、この項の規定は適用しない。 

区分 

 

 

割合 

 

 

営利又は 

営業目的 

入場料等を徴収しない又は入場

料等が１，０００円以下の場合 

ホール １０割 

展示室 ３５割 

その他 ２０割 



議 案 第 ８ ０ 号  岩 見 沢 市 文 化 セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表  
№３ 

現               行 改       正       後 

入場料等が１，０００円を超え

３，０００円以下の場合 

ホール ２０割 ホール ２０割 

展示室 ３０割 展示室 ３５割 

その他 ２０割 その他 ２０割 

入場料等が３，０００円を超え 

る場合 

全室 ３０割 ホール ３０割 

展示室 ３５割 

その他 ３０割 

営利又は

営業目的

以外 

入場料等が５００円を超え１，０

００円以下の場合 

全室 １０割 

入場料等が１，０００円を超え

３，０００円以下の場合 

全室 ２０割 

入場料等が３，０００円を超える

場合 

全室 ３０割 

  ３及び４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場料等が１，０００円を超え

３，０００円以下の場合 

ホール ２０割 

展示室 ３５割 

その他 ２０割 

入場料等が３，０００円を超え 

る場合 

ホール ３０割 

展示室 ３５割 

その他 ３０割 

営利又は

営業目的

以外 

入場料等が５００円を超え１，０

００円以下の場合 

全室 １０割 

入場料等が１，０００円を超え

３，０００円以下の場合 

全室 ２０割 

入場料等が３，０００円を超える

場合 

全室 ３０割 

  ３及び４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ８ ０ 号  岩 見 沢 市 文 化 セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表  
№４ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市文化センター条例） 

 

別表（第７条、第１９条関係） 

使用料 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

ホール 平日 市民 

10,000 円 

市民以外 

25,000 円 

市民 

15,000 円 

市民以外 

29,180 円 

市民 

24,700 円 

市民以外 

37,500 円 

市民 

49,700 円 

市民以外 

91,680 円 

土曜 

日曜 

祝日 

市民 

12,700 円 

市民以外 

30,000 円 

市民 

19,400 円 

市民以外 

35,030 円 

市民 

32,000 円 

市民以外 

45,020 円 

市民 

64,100 円 

市民以外 

110,050 円 

展示室  3,700 円 3,700 円 3,720 円 11,120 円 

略 

 備考 略 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市文化センター条例） 

 

別表（第７条、第１９条関係） 

使用料 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

ホール 平日 市民 

15,000 円 

市民以外 

25,000 円 

市民 

22,300 円 

市民以外 

29,180 円 

市民 

30,000 円 

市民以外 

37,500 円 

市民 

67,300 円 

市民以外 

91,680 円 

土曜 

日曜 

祝日 

市民 

19,000 円 

市民以外 

30,000 円 

市民 

28,020 円 

市民以外 

35,030 円 

市民 

36,010 円 

市民以外 

45,020 円 

市民 

83,030 円 

市民以外 

110,050 円 

展示室  4,200 円 4,900 円 5,580 円 14,680 円 

略 

 備考 略 

 

 



議 案 第 ８ ０ 号  岩 見 沢 市 文 化 セ ン タ ー 条 例 新 旧 対 照 表  
№５ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（岩見沢市文化センター条例） 

 

別表（第７条、第１９条関係） 

使用料 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

ホール 平日 市民 

15,000 円 

市民以外 

25,000 円 

市民 

22,300 円 

市民以外 

29,180 円 

市民 

30,000 円 

市民以外 

37,500 円 

市民 

67,300 円 

市民以外 

91,680 円 

土曜 

日曜 

祝日 

市民 

19,000 円 

市民以外 

30,000 円 

市民 

28,020 円 

市民以外 

35,030 円 

市民 

36,010 円 

市民以外 

45,020 円 

市民 

83,030 円 

市民以外 

110,050 円 

展示室  4,200 円 4,900 円 5,580 円 14,680 円 

略 

 備考 略 

 

 

※ 第３条関係（岩見沢市文化センター条例） 

 

別表（第７条、第１９条関係） 

使用料 

種別 区分 

時間 

 

曜日 

午前 

9:00 

～12:00 

午後 

13:00 

～16:30 

夜間 

17:30 

～22:00 

全日 

9:00 

～22:00 

ホール 平日 市民 

20,000 円 

市民以外 

25,000 円 

市民 

23,340 円 

市民以外 

29,180 円 

市民 

30,000 円 

市民以外 

37,500 円 

市民 

73,340 円 

市民以外 

91,680 円 

土曜 

日曜 

祝日 

市民 

24,000 円 

市民以外 

30,000 円 

市民 

28,020 円 

市民以外 

35,030 円 

市民 

36,010 円 

市民以外 

45,020 円 

市民 

88,030 円 

市民以外 

110,050 円 

展示室  4,200 円 4,900 円 6,400 円 15,500 円 

略 

 備考 略 

 



議 案 第 ８ １ 号  岩 見 沢 市 絵 画 ホ ー ル 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表（第５条、第１２条関係） 

区分 入館料 

一般 ２１０円 

高校生・大学生 １５０円 

※ 略 

別表（第５条、第１２条関係） 

区分 入館料 

一般 ３００円 

高校生・大学生 ２１０円 

※ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ８ ２ 号  岩 見 沢 市 農 山 村 地 域 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

別表第５（第１２条、第１５条、第２４条関係） 

施設名 使用料 

北村中央公園ふれあい広場

貸しボート 

１隻３０分以内 150 円 

超過３０分当たり 100 円 

北村中央公園森

森ヘルシー広場

パークゴルフ場 

土里夢公園パー

クゴルフ場 

プレー代 小学生 

中学生 

高校生 

１日券 市民以外 200 円 

市民 100 円 

回数券 

（１１枚つづり）

市民以外 2,000 円 

市民 1,000 円 

回数券 

（２３枚つづり）

市民以外 4,000 円 

市民 2,000 円 

一般 １日券 市民以外 410 円 

市民 200 円 

回数券 

（１１枚つづり）

市民以外 4,100 円 

市民 2,000 円 

回数券 

（２３枚つづり）

市民以外 8,200 円 

市民 4,000 円 

クラブ・ボ

ール代 

１人１日 100 円 

備考 略 

別表第５（第１２条、第１５条、第２４条関係） 

施設名 使用料 

北村中央公園ふれあい広場

貸しボート 

１隻３０分以内 150 円 

超過３０分当たり 100 円 

北村中央公園森

森ヘルシー広場

パークゴルフ場 

土里夢公園パー

クゴルフ場 

プレー代 小学生 

中学生 

高校生 

１日券 市民以外 400 円 

市民 200 円 

回数券 

（１１枚つづり）

市民以外 4,000 円 

市民 2,000 円 

回数券 

（２３枚つづり）

市民以外 8,000 円 

市民 4,000 円 

一般 １日券 市民以外 800 円 

市民 400 円 

回数券 

（１１枚つづり）

市民以外 8,000 円 

市民 4,000 円 

回数券 

（２３枚つづり）

市民以外 16,000 円 

市民 8,000 円 

クラブ・ボ

ール代 

１人１日 100 円 

備考 略 

 



議 案 第 ８ ３ 号  岩 見 沢 市 都 市 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

第１６条 略 

 

 

別表第４（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １時間当たり 放送施設 

みずほ公園野球場 一般 

大学生 

高校生 

550 円 1,100 円 

みずほ公園サッカー場 一般 

大学生 

高校生 

550 円  

あさぎり公園野球場 一般 

大学生 

高校生 

550 円 1,100 円 

 備考 略 

別表第５（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １日 半日 １時間当 

たり 

個人使用 

（２時間当

たり） 

東 山 公

園 庭 球

一般 

大学生 

１面 

1,100 円 

１面 

530 円 

１面 

140 円 

当日券 

100 円 

第１６条 略 

２ 東山公園陸上競技場の備付物件の使用料は、別に規則で定める。 

 

別表第４（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １時間当たり 放送施設 

みずほ公園野球場 一般 

大学生 

高校生 

1,100 円 2,200 円 

みずほ公園サッカー場 一般 

大学生 

高校生 

550 円  

あさぎり公園野球場 一般 

大学生 

高校生 

1,100 円 2,200 円 

 備考 略 

別表第５（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １日 半日 １時間当 

たり 

個人使用 

（２時間当

たり） 

東 山 公

園 庭 球

一般 

大学生 

１面 

5,440 円 

１面 

2,720 円 

１面 

680 円 

 

 



議 案 第 ８ ３ 号  岩 見 沢 市 都 市 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

場 

 

 

 

高校生 期間券 

2,730 円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 庭球場を午後６時から午後９時までの間に使用する場合は、一人当たり

（中学生以下を除く。）１５０円（夜間券）を加算する。 

 ４ 施設内での立売りについては、１日２，７３０円、半日１，６３０円を

徴収する。 

 ５ 略 

別表第５の２（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １日 半日 個人使用 

東山公園 

弓道場 

 

 

 

 

 

 

一般 

大学生 

高校生 

3,300 円 1,630 円 当日券 

100 円 

期間券 

2,730 円 

場  期間券 

13,200 円 

高校生 １面 

2,720 円 

１面 

1,360 円 

１面 

340 円 

期間券 

6,600 円 

備考 

 １及び２ 略 

 ３ 庭球場を午後６時から午後９時までの間に使用する場合は、一人当たり

（中学生以下を除く。）３００円（夜間券）を加算する。 

 ４ 施設内での立売りについては、１日３，５４０円、半日２，１２０円を

徴収する。 

 ５ 略 

別表第５の２（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １日 半日 個人使用 

東山公園 

弓道場 

一般 

大学生 

6,600 円 3,260 円 当日券 

200 円 

期間券 

5,460 円 

高校生 3,300 円 1,630 円 当日券 

100 円 

期間券 

2,730 円 



議 案 第 ８ ３ 号  岩 見 沢 市 都 市 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

 備考 略 

別表第５の３（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 

 

 

区分 １日 半日 １時間 

当たり 

岡山スポーツフィール

ド多目的広場 

 

１面 8,800 円 4,400 円 1,100 円 

半面 4,400 円 2,200 円 550 円 

岡山スポーツフィール

ドテニスコート 

 

 

１面１時間当たり 510 円 

備考 

 １ 略 

 ２ 施設内での立売りについては、１日２，７３０円、半日１，６３０円を

徴収する。 

 ３ 略 

 

 

別表第６（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 使用料 

 備考 略 

別表第５の３（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 １日 半日 １時間 

当たり 

個人使用 

（２時間当

たり） 

岡山スポーツ

フィールド多

目的広場 

１面 17,600 円 8,800 円 2,200 円  

半面 8,800 円 4,400 円 1,100 円  

岡山スポーツ

フィールドテ

ニスコート 

一般 

大学生 

１面 

4,080 円 

１面 

2,040 円 

１面 

510 円 

期間券 

9,900 円 

高校生 １面 

2,040 円 

１面 

1,020 円 

１面 

260 円 

期間券 

4,960 円 

備考 

 １ 略 

 ２ 施設内での立売りについては、１日３，５４０円、半日２，１２０円を

徴収する。 

 ３ 略 

 ４ 期間券は、発行年度において開設期間を通じて当該施設を利用できる券

をいう。 

別表第６（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設名 区分 使用料 



議 案 第 ８ ３ 号  岩 見 沢 市 都 市 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

い

わ

み

ざ

わ

公

園 

駐車場 大型自動車（バス） １回１台につき 510 円 

大型以外の自動車（二輪車を除

く。） 

１回１台につき 300 円 

キャンプ

場 

一般サイ

ト 

岩見沢市民 １泊１区画につき 510 円 

市民以外 １泊１区画につき 1,030 円 

オートサ

イト 

岩見沢市民 １泊１区画につき 2,080 円 

市民以外 １泊１区画につき 4,180 円 

シャワー １回につき 100 円 

室内公園 一般 

大学生 

高校生 

１回につき 

夏期（５月から１０月まで）

300 円 

冬期（１１月から４月まで）

510 円 

中学生 

小学生 

１回につき 

夏期（５月から１０月まで）

150 円 

冬期（１１月から４月まで）

250 円 

パークゴ

ルフ場 

岩見沢市民 一般（高校生以上） 

１人１日につき 510 円 

小・中学生 

い

わ

み

ざ

わ

公

園 

駐車場 大型自動車（バス） １回１台につき 510円 

大型以外の自動車（二輪車を除

く。） 

１回１台につき 300円 

キャンプ

場 

一般サイト 

 

１泊１区画につき 1,600円 

オートサイト 

 

１泊１区画につき 6,500円 

シャワー １回につき 100円 

室内公園 一般 

大学生 

高校生 

１回につき 

夏期（５月から１０月まで） 

300円 

冬期（１１月から４月まで） 

510円 

中学生 

小学生 

１回につき 

夏期（５月から１０月まで） 

150円 

冬期（１１月から４月まで） 

250円 

パークゴ

ルフ場 

岩見沢市民 一般（高校生以上） 

１人１日につき 510円 

小・中学生 



議 案 第 ８ ３ 号  岩 見 沢 市 都 市 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№５ 

現               行 改       正       後 

１人１日につき 300 円 

回数券（一般１２枚綴り） 

5,100 円 

回数券（小・中学生１２枚綴り）

3,000 円 

市民以外 一般（高校生以上） 

１人１日につき 1,030 円 

小・中学生 

１人１日につき 620 円 

回数券（一般１２枚綴り） 

10,300 円 

回数券（小・中学生１２枚綴り）

6,200 円 

貸出用器具 クラブ１本１日につき 150 円 

ボール１個１日につき 50 円 

別表第８（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設

名 

区分 １日 半日 早朝・夜間

１時間当た

り 

東 山

公 園

フィー

ルド及

入場料の類を

徴収する場合 

総 収 入 の

１．０８割 

総 収 入 の

０．５４割 

総 収 入 の

０．１４割 

１人１日につき 300円 

回数券（一般１２枚綴り） 

5,100円 

回数券（小・中学生１２枚綴り）

3,000円 

市民以外 一般（高校生以上） 

１人１日につき 1,030円 

小・中学生 

１人１日につき 620円 

回数券（一般１２枚綴り） 

10,300円 

回数券（小・中学生１２枚綴り）

6,200円 

貸出用器具 クラブ１本１日につき 150円 

ボール１個１日につき 50円 

別表第８（第１３条、第１６条、第２８条関係） 

施設

名 

区分 １日 半日 早朝・夜間

１時間当た

り 

東 山

公 園

フィー

ルド及

入場料の類を

徴収する場合 

総 収 入 の

１．０８割 

総 収 入 の

０．５４割 

総 収 入 の

０．１４割 



議 案 第 ８ ３ 号  岩 見 沢 市 都 市 公 園 条 例 新 旧 対 照 表 
№６ 

現               行 改       正       後 

陸 上

競 技

場 

びトラ

ック 

入場料の類を

徴収しない場

合 

8,800 円 4,400 円 1,100 円 

個

人

使

用 

高校生 当日券 100 円 

期間券 2,730 円 

大学生・

一般 

当日券 150 円 

期間券 3,830 円 

放送施設 2,200 円 1,100 円 280 円 

写真判定装置 2,200 円 1,100 円 280 円 

会議室（補助員控室） 3,300 円 1,630 円 420 円 

備考 

 １～３ 略 

 ４ 施設内での立売りについては、１日２，７３０円、半日１，６３０円を

徴収する。 

 ５～７ 略 

陸 上

競 技

場 

びトラ

ック 

入場料の類を

徴収しない場

合 

17,600 円 8,800 円 2,200 円 

個

人

使

用 

高校生 当日券 200 円 

期間券 5,460 円 

大学生・

一般 

当日券 300 円 

期間券 7,660 円 

放送施設 4,400 円 2,200 円 550 円 

    

会議室（補助員控室） 6,600 円 3,260 円 840 円 

備考 

 １～３ 略 

 ４ 施設内での立売りについては、１日３，５４０円、半日２，１２０円を

徴収する。 

 ５～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 


